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長野県知事 村井 仁 様                    ２００７年１１月２０日 
 

 

                                              長野県議会 改革・緑新 
                                          代 表  倉 田 竜 彦 
 

 

 

平成２０年度予算編成に関する提案書 
 

 安心と安全で県民に信頼される県政を創るため日々、大変なご尽力を賜っており

ますことに心から敬意と感謝を申し上げます。 

 村井県政となり多くの県民が願うことは、県政の目指すべき方向が県民に分かり

やすく示され、日々の生活が将来に向かって安心感が持てる施策の充実です。 

  その意味で、１２月議会に向けて中期総合計画を策定され透明で計画的な県政運
営に着手されておりますことを高く評価致します。 

 今後は、中期総合計画に基づく初年度の予算編成である平成２０年度予算編成に

向けた作業が本格化することになります。 

 そこで、私達会派としても会派に寄せられた県民の皆さんからのご意見やご要望

を踏まえ、平成２０年度予算編成に関し下記の提案をすることに致しました。 

 つきましては、ご検討の上、新年度予算に反映されますよう申し入れ致します。 

 

記 

 

Ⅰ 県政全般について（基本的な施策） 
 

（１）新年度予算編成にあたっては、中期総合計画での主要施策について、その目

標達成のための予算であることを分かり易く示すこと。【例＝「目標達成予算」】 

 

（２）県民満足度調査を毎年行い県民要望の把握に努めるとともに、数値的批評に

表し客観的な政策評価となるよう生かすこと。 

 

（３）政策評価等について、自己評価となっているが、より透明性・客観性と県民

への説明責任を担保するため、第三者評価（外部評価制度）を導入すること。 

   また、政策評価の公表に当たっては、目標の達成度や県民満足度の調査結果、  

自己評価や第三者評価結果が分かるシステムを確立すること。 

 

（４）中期総合計画の実施過程での県民への説明責任や参加を担保するため、例え

ば地方事務所単位に中期総合計画の進捗状況をテーマとした「会議」の開催を

検討されたい。 

 

（５）予算編成に当たっては、新年度予算案とセットで「中期財政試算」を示され

たい。また、国の税制改正の動向を注視し、「中期財政計画」の早期策定を行

われ  たい。 
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（６）厳しい財政状況のもとで引き続き予算の効率的運用に努めるとともに、福祉、  

医療、環境、教育、災害などの安心・安全対策、道路維持修繕等の県民生活を

重視した施策を柱に、産業の育成策や企業誘致等、雇用や県税収入に通じる事

業に重点化すること。 

 

（７）格差社会の拡がりから県民生活を守るため、新年度予算編成や今後の県政運

営に当たっては、税金の有効な使い方として、「総合評価落札制度」を発展さ

せ、業者の育成をはかりつつ地域の一定の雇用レベルや下請け等を守る「公契

約条例」検討のための予算を計上すること。 

 

（８）指定管理者制度や市場化テスト、地方独立行政法人化、民間委託、アウトソ

ーシングの流れの中で、各種県民サービスへの県の公的責任や事業者の役割を

明確にするルールづくりを行うこと。 

   また、指定管理者制度の再検証を行い持続可能なサービスの提供や雇用レベ

ルに配慮したシステムを確立すること。 

 

（９）来年度予算編成にあたっての事務事業の見直しは、市町村や各種団体に関す

るものについては、充分な話し合いと同意のもとに提案されたい。 

 

（10）地方分権から地方主権の時代の中で、より身近な市町村へ権限を移譲するこ

とが県民サービスの向上や市民自治確立につながることから、市町村と連携し

権限移譲を積極的に進められたい。 

   また、道州制については県民生活と県のあり方が問われている重要な課題で

あり、県民意見を広く聴取し、本県の在り方を明らかにすること。 

 

（11）真の税源移譲を進め地方主権を確立するため、「地方行財政の自律を実現し
地方自治を確立する長野県民会議」による政府等への要請を今後も積極的に行

うこと。特に新型交付税の見直しについては、人口と面積のみで機械的に配分

することなく、地域特性を的確に反映させる仕組みを構築するよう引き続き強

く国に求めること。 

 

（12）道路特定財源の一般財源化の方向は、本県のような未整備箇所が多い県にお
いては影響が大きいことから、地方の道路財源を充実されるよう引き続き国に

強く求めること。 

 

（13）介護や福祉事業者の人材確保が危ぶまれている現状を踏まえ、持続可能なサ
ービスを確立するため、介護保険法や障害者自立支援法の見直しを国に強く求

めること。 

 

（14）組織改正に当たっては、県民に立脚した仕事の成果があがることを前提に、
分かりやすい組織とすること。また、実施に当たっては職員からの提案を求め、

職員が仕事をしやすい環境を整えること。 

   特に、下水道に関する所管や子育て支援等子どもに関する所管は、できるだ

けワンストップサービスとなるようにすること。 
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（15）「産業振興戦略プラン」による施策を推進するとともに、産業振興策につい
ては、予算編成にあたりハイテク関係のみならず、地場産業を支えてきた伝統

技術振興策にも配慮すること。 

 

（16）深刻な医師・看護師確保について、十分な予算と対応を行うこと。 
 

（17）「森林税」の検討にあたっては、新たな税を県民に求めることから、その目
的や整備目標等の細部を明確にし、県民の理解のもと対応されたい。 

 

（18）公共事業の縮小にともない工事量の減少等建設業にとっては大変厳しい経営
状況が続いており、地元中小企業者は当該地域で災害発生した場合の緊急出動

や深夜の除雪作業など地域貢献に果たす役割も大きい。危機管理の観点からも、

地域産業育成に配慮しつつ、品質の確保と公平な競争性の確保を図られたい。 

 

（19）「長野県食と農業農村振興の県民条例」による「食と農業農村振興計画」に
より、実効性ある予算を計画的に計上されたい。 

 

（20）「少子化を考える懇談会」の検討を早期に具体化させ、総合的な少子化対策
や子育て支援策を推進すること。 

   また、子育て支援認証事業者制度による事業者への融資支援策や「子育て応

援パスポート事業（仮称）」等導入するとともに、「子育て支援条例（仮称）」

を検討すること。 

 

（21）廃棄物処理施設の整備について、本県では二転三転し混乱した経過から、公
的施設整備は民間の処理量の動向を見て整備することとされたが、廃棄物条例

の制定に当たっては、地域住民の意見集約に努めること。 

 

（22）「消費生活条例（仮称）」の制定や要綱策定にあたっては、部局横断的な連
携を図り、消費者を守るため実効性ある対応をされたい。 

 

（23）有害鳥獣対策について、実効性ある施策を推進されたい。 
 

（24）高校再編は、地元同意を尊重し推進されたい。 
 

（25）消防広域化推進計画の策定については、関係市町村や消防職員の意向を十分
に反映するとともに、住民への説明責任を果たし意向を反映させること。 

 

（26）しなの鉄道の健全経営の取り組みと同時に、長野～篠ノ井間の「営業権」問

題や国の支援策等の交渉を積極的に行い、新幹線長野以北の開業に伴う並行在

来線の見通しを示すこと。 

 

（27）リニア新幹線の推進について、ＪＲ東海と密接に連携をとり、早期実現に向

け積極的に取り組むこと。 

 

（28）偽装表示等が相次ぎ食の安心・安全に対する信用が揺らいでいることから、

遺伝子組み換え作物への規制も含めた「食品安全条例（仮称）」を検討された
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い。 

 

 

Ⅱ 各部局別施策について （議会常任委員会別区分） 
 

 

１，総務警察委員会  
 

（総務部） 
 

（１）予算編成に当たっては、新年度予算とセットで「中期財政試算」を示すこと。 

   また、国の税制の動向を見ながら「中期財政計画」の早期策定を行われたい。  

【再掲】 

 

（２）真の税源移譲を進め地方主権を確立するため、「地方行財政の自律を実現し

地方自治を確立する長野県民会議」による政府等への要請を今後も積極的に行

うこと。特に新型交付税の見直しについては、人口と面積のみで機械的に配分

することなく、地域特性を的確に反映させる仕組みを構築するよう強く国に求

めること。【再掲】 

 

（４）道路特定財源の、一般財源化は本県のような未整備箇所が多い県においては

影響が大きいことから、地方の道路財源を充実されるよう引き続き国に強く求

めること。【再掲】 

 

（５）地方分権から地方主権の時代の中で、より身近な市町村へ権限を移譲するこ

とが県民サービスの向上や市民自治確立につながることから、市町村と連携し

権限移譲を積極的に進められたい。 

   また、道州制については県民生活と県のあり方が問われている重要な課題で

あり、県民意見を広く聴取し、本県の在り方を明らかにすること。【再掲】 

 

（６）使い道を示した上で全国から寄付を募る「寄付金条例（仮称）」を検討する

こと。 

   また、本県出身者も含めた住民参画型公募債の発行を検討すること。 

 

（７）市町村が高金利時代に借り入れた政府資金の繰り上げ返済を支援する、借り

換え資金を県が民間より低利で貸し付ける事業を検討すること。 

 

（８）地域の自主的・主体的な取り組みを支援する「地域発 元気づくり支援金」

を充実すること。 

 

（９）将来にわたって県民参加と透明度の高い県政運営を確立するため、パブリッ

クコメント条例もしくは指針を策定すること。 

 

（10）種審議会への女性の登用については、「審議会等の設置及び運営に関する指
針」に定める５割目標に努めること。 
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（11）団塊の世代の大量退職を考慮し、これまでの職員採用を根本的に見直し、計

画的な職員採用を行うこと。 

 

（12）県の組織改正に当たっては、県民に立脚した仕事の成果があがることを前提
に、分かりやすい組織とすること。 

   また、実施に当たっては職員からの提案を求め、県民に分かりやすく、職員

が仕事がしやすい環境を整えること。【再掲】 

     さらに、下水道に関する所管や子育て支援等子どもに関する所管は、できる
だけワンストップサービスとなるようにすること。【再掲】 

 

（13）現地機関の組織改正にあたっては、「県と広域連合、市町村による協議機関」  
を設置し、広域連合等への権限移譲や県の現地機関との連携を検討すること。 

 

（14）行政改革に関する取り組みについては、市場化テストの導入・独立行政法人
化の導入、新たな指定管理者制度の導入等々の検討については、各事業の県民

サービスの向上や職員の雇用に配慮すること。 

      また、実施する場合は、県民サービスが低下しないよう県の公的責任や事業
者の役割、雇用レベル等を明確にしたルールづくり（指針）を行うこと。【再

掲】 

 

（15）「外郭団体の見直し」については、県として雇用問題に責任を持つこと。 

 

（16）格差社会から県民生活を守るため、新年度予算編成や今後の県政運営に当た
っては、この点を十分に配慮するとともに、税金の有効な使い方として、「総

合評価落札制度」を発展させ、県民の雇用レベルや下請け等を守る「公契約条

例」制定のための予算を計上されたい。【再掲】 

 

（17）「森林税」の検討にあたっては、新たな税を県民に求めることから、その目
的や整備目標等の細部を明確にし、県民の理解のもと対応されたい。【再掲】 

 

（18）外国籍県民へのサービスや悩み事相談等、地域における窓口設置とネットワ
ーク化を図ること。 

 

 

（企画局） 
 

（１）県民満足度調査を毎年行い県民要望の把握に努めるとともに、数値的批評に

表し客観的な政策評価となるよう生かすこと。【再掲】 

 

（２）政策評価等について、自己評価となっているが、より透明性・客観性と県民

への説明責任を担保するため、第三者評価（外部評価制度）を導入すること。 

   また、政策評価の公表に当たっては、目標の達成度や県民満足度の調査結果、  

自己評価や第三者評価結果が分かるシステムを確立すること。【再掲】 

 

（３）中期総合計画の実施過程での県民への説明責任や参加を担保するため、例え
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ば地方事務所単位に中期総合計画の進捗状況をテーマとした「会議」の開催を

検討されたい。 

 

（４）県議会が今年３月に行った、公共交通等調査特別委員会の報告書に記載され

た取り組みを具体化すること。 

 

（５）しなの鉄道の健全経営の取り組みと同時に、長野～篠ノ井間の「営業権」問

題や国の支援策等の交渉を積極的に行い、新幹線長野以北の開業に伴う並行在

来線の見通しを示すこと。 

 

（６）ＪＲ篠ノ井線複線化と大糸線の存続、ＪＲ中央東西線の輸送強化と高速化、

完全複線化等を関係機関に要請し、その実現に努めること。 

 

（７）リニア新幹線の推進について、ＪＲ東海と密接に連携をとり、早期実現に向

け積極的に取り組むこと。 

 

（８）飯田～長野間の高速バスは県庁所在地の長野市と南信を結ぶ重要幹線であり、  

本路線だけでは採算割れが実態で、このままでは事業者の撤退が予想されるこ

とから、南北格差問題や道州制問題をも視野に入れ、本県の最重要幹線と位置

付け、運賃援助等の積極的な支援策を講じること。 

 

（９）市町村の地域交通システム再構築支援に止まらず、「長野県新交通ビジョン」  

の見直しを行い、市民の足を守る立場から総合的な公共交通の在り方を検討す

ること。 

特に、「地球温暖化対策条例」を制定した本県として、公共交通機関の果た

す役割を再認識し推進計画にはマイカーから公共交通機関利用への具体的数値

目標を示し、実績をあげること。 

   また、廃止した廃止路線バス運行補助金等を復活させるとともに、地域循環

バス等への補助制度を確立すること。 

 

（10）「セダン型特区」については、関係者との同意が前提であることから、慎重

に対応すること。   
   また、規制緩和等によりタクシー業界の過当競争が強いられ、低賃金構造を

生み出していることから、デマンドタクシーや観光及び福祉分野のタクシー利

用を推進策を講じるとともに、タクシー利用を推進すること。 

 

（11）松本空港の活性化のための設備整備（ＧＰＳ）などの、離発着の運用時間延

長を早期に図るとともに、羽田空港拡幅時の航空会社の小型ジェット機更新時

期を目指し、ジェット機配備のための取り組みを促進されたい。 

   また、今後も航空会社と粘り強く交渉を続けること。 

                                                             
（12）携帯電話や地上デジタル放送等の不感地域を解消するため、引き続き積極的

な対策を行うこと。 

 

（13）男女共同参画の推進については、学校長・教頭や審議会委員への女性登用、

育児休業が安心してとれる職場環境の整備等の重点課題について、さらに実効
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性ある取り組みをされたい。 

   また、条例による「苦情の申し出」「不服の申し出」等の制度や「県男女共

同参画推進指導員」制度を広く県民に徹底されたい。 

 

（14）今年６月議会で制定された「長野県人権政策審議会条例」により、早期に審

議会を設置し本県が行うべき人権施策を明確にするとともに、これまで社会福

祉審議会が答申した「障害者差別禁止条例」や「高齢者虐待防止条例」「子ど

も権利条例」（何れも仮称）の制定についても、社会部、教育委員会と連携し

検討を行うこと。 

 

（15）現在企画局の所管となっている「人権・男女共同参画課」、を「人権対策課

（仮称）」、「男女共同参画課（仮称）」に分離すること。 

   また、教育委員会に「人権教育課（仮称）」を設置すること。 

 

（16）ＮＰＯの自立支援策を引き続き推進するとともに、その後の雇用レベルやサ

ービス水準についても検証し公開すること。 

 

（17）情報公開条例については、メールなど時代の変化に対応した公文書規定に見

直し、より透明度の高い制度とすること。 

 

 

（警察本部） 
 

（１）「長野県警察緊急治安対策プログラム」による取り組みにより、刑法犯の発

生や犯罪検挙率、交通事故による死亡者数は減少傾向にあるが、引き続き「長

野県警察の重点推進課題と対策」により、取り組みを強化されたい。 

 

（２）警察官の増員については、「緊急治安対策プログラム」による計画に到達し

ていないことから、今後は団塊世代の退職者等、優秀なＯＢの登用も検討する

こと。 

 

（３）犯罪被害者の救済についてもボランティアなどの協力も含め充実する必要が

あるため、県犯罪被害者救援センターの県民への周知と充実策を検討すること。 

 

（４）最近の闇金融、「振り込め詐欺」等を防止する対策を強化するとともに、被

害者に対する相談窓口体制の充実と取締りを強化されたい。 

   また、「消費生活条例（仮称）」の制定や要綱策定に当たり、生環部等と密

接な連携を図り、実効性ある対応をされたい。 

 

（５）信号機の設置等、「交通安全施設等整備事業」は、県民要望が特に強いこと

から、引き続き予算を大幅に増額し対処されたい。 

 

（６）飲酒運転の撲滅のため、啓発と取り締まりを引き続き強化されたい。 

 

（７）１１０番通報に対応する指揮指令システムや、交通管制システムについては、  

全国の県警と比較しても整備が遅れ、高度情報化時代から取り残されているの



- 8 - 

で計画的な早期整備を推進されたい。 

 

（８）老朽化した警察署・交番・駐在所の改築計画を明らかにされたい。 

 

（９）高齢者による事故が多発している現状を踏まえ、運転免許証返納支援制度を

確立し、タクシー割引等の支援策を講じられたい。 

 

（10）長野運動公園など多くのイベントが開催される施設は、イベント時の周辺道
路の交通渋滞が深刻であることから、交通管制センターと連携したテレビカメ

ラを設置され対応されたい。 

 

 

（会計局） 
 

（１）毎年度の決算を県民に理解されるように努めることは、行政の説明責任であ

り、そのためには、より詳細で分かり易い決算書の策定に努めること。 

   また、政策評価が決算に当たっても適切に反映されるよう、より分かり易く

改善し決算書付属書類として添付すること。 

 

 

２，社会衛生委員会 
 

 （社会部） 
 

（１）「高齢者プラン」に基づく計画を着実に推進する予算を計上すること。 

 

（２）介護や福祉事業者の人材確保が危ぶまれている現状を踏まえ、持続可能なサ

ービスを確立するため、介護保険法や障害者自立支援法の見直しを国に強く求

めること。【再掲】 

 

（３）「少子化を考える懇談会」の検討を早期に具体化させ、総合的な少子化対策

や子育て支援策を推進すること。 

   また、子育て支援認証事業者制度による事業者への融資支援策や「子育て応

援パスポート事業（仮称）」等導入するとともに、「子育て支援条例（仮称）」

を検討すること。【再掲】 

 

（４）介護療養型医療施設廃止に伴う地域ケア体制の整備を着実に行うこと。 

 

（５）福祉サービス全般について第三者評価制度を拡充し、質の高い利用者本位の

サービス提供確立に向けた取り組みを行うこと。 

 

（６）介護者を抱える家族を支援する在宅介護緊急時の対応について、ショートス

テイ空き情報システムや緊急時のホームヘルパー派遣等について、市町村と事

業者が連携し、広く介護者にサービスを紹介するよう引き続き取り組むこと。 
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（７）深刻化する児童虐待問題に適切に対処するため、相談支援事業を充実させる

とともに、早期発見のためのネットワーク化を図ること。 

 

（８）民間社会福祉施設の入所者の処遇向上及び処遇職員の勤務条件等の改善を図

るため行っている「入所児童生活向上援助費」は、こどもたちへの処遇向上の

ためにも大きな役割を果たしており、今後も引き続き制度を継続すること。 

 

（９）障害者や母子の雇用対策を推進するとともに、授産施設等の仕事確保や賃金

保障のため、仕事確保に積極的に取り組まれたい。また、障害者の法定雇用率

を達成するよう指導を強化すること。 

 

（10）全国的には身体障害者や知的障害者雇用について、県庁の文書集配業務のＮ

ＰＯ法人への委託、農業試験場等への採用、教員採用枠の設定が行われており、

本県も検討すること。 

 

（11）社会福祉審議会が答申した「障害者差別禁止条例」や「高齢者虐待防止条例」  

「子ども権利条例」（何れも仮称）の制定について、「人権政策審議会」の中

で検討できるよう企画局や教育委員会と連携し、具体的な対応を行うこと。 

  【企画局との再掲】 

 

（12）西駒郷改築検討委員会の提言に基づく利用者の地域生活移行については、自

活訓練やグループホーム施設整備を確実に推進すること。 

   また、指定管理者制度導入により県支援期間後については、支援費のみの運

営となり、経営が困難となることから、独自事業の実施について県として支援

を行うこと。 

   さらに、県派遣職員の引き上げについては地域移行の進捗状況と仕事量を勘

案し慎重に行うこと。 

 

（13）事故や病気により盛りの方が突然重度の障害者となり、家族が介護のために

仕事をやめざるを得ない家庭を救済するため、待機者が多い「身体障害者療護

施設」を「障害者プラン」により東北信地区にも計画的に整備されたい。 

 

（14）バリアフリーの街づくりのため、障害者やお年寄り、子供など弱者が参加点

検し施設設計や施設改良を行う「ユニバーサルデザイン」の推進を行うこと。 

 

（15）労働問題審議会は前知事が招集しなかったことから形骸化しているが、本県

の雇用形態のあり方等、重要な課題であることから、審議を再開し提言を求め

ること。 

 

（16）労働行政や県勤労者福祉センターの在り方については、昨年の１２月議会の

決議を尊重し施策の推進を図ること。 

   また、前知事の対応により本県の労働行政が後退したことから、本来幅広い

取り組みが求められる労働行政推進のため、組織の見直しに当たっては独立し

た課としての機能を存続するとともに、商工部労働部の機能強化を図ること。 

 

（17）ニート、フリーターなどの対策を、国の制度を取り入れ、もっと積極的に対
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応されたい。 

 

（18）６５歳までの雇用を確保するため、就業希望者のネットワーク化と登録制度

を設け、１０圏域に「雇用推進室（仮称）」を設置されたい。 

 

（19）超高齢社会の中で、健康で働く意欲ある高齢者の就業の場を確保するシルバ

ー人材センターへの積極的な支援策を講じること。【商工部との再掲】 

 

（20）労政事務所の労働相談体制を、人員と相談員の質も含め強化すること。 

 

（21）満蒙開拓引き揚げ者支援交流センターの存続を国に強く働きかけること。 

 

（22）満蒙開拓記念館（全国）の飯田への建設を支援されたい。 
 

                                                                   
 （衛生部） 
 

（１）医師や看護師の確保が緊急の課題であり、予算編成に当たっては実効性ある

予算を計上されたい。【再掲】 

   また、病診連携、過疎地医療対策（無医地区等）についても、引き続き大学

医学附属病院等との協議を重視し連携を図られたい。 

 

（２）産科医不足に対処するため、医師確保に全力を尽くすとともに妊婦診療等で

助産師の役割を見直し、院内助産所の設置を推進すること。 

 

（３）女性医師や女性看護師の職場環境等の改善策は急務であり、保育の充実や出

産・育児で職場を離れた後に復帰する際の支援プログラム作成等の対応をする

こと。 

   また、公立・民間・個人病院も含め、その状況を調査するとともに、その原

因（産休・病休・育児・介護休暇の取得状況と代替員の確保状況等）を把握し

適切な対応を行われたい。 

 

（４）県立病院の在り方について、国の集中改革プランに対応するため、独立行政

法人化の検討が行われているが、地域医療を守る観点から安易な対応を行わな

いこと。また、法人化の検討にあたっては、他の手法も含め公的病院の果たす

役割を明確にするとともに、市町村や患者・住民・職員など広くパブリックコ

メントを行うこと。 

 

（５）医師の負担軽減のため、医師に代わって医療事務を行う「医療クラーク」制

度を導入すること。 

 

（６）医師を確保するため定年退職した医師を県立病院に「エルダー医」として迎

え入れる制度を検討すること。 

 

（７）がん診療連携拠点病院の整備を引き続き全圏域に行うこと。 

 



- 11 - 

（８）本県とって深刻なエイズ対策に真剣に取り組むとともに、ノロウイルス、レ

ジオネラ症、重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）等の振興感染症などの環境変

化に的確に対応し、その予防と発生時には敏速で適切な対応ができるよう施策

をさらに強化されたい。 

 

（９）新たな後期高齢者医療保険制度は、高齢者に負担増を招くことから一部凍結

が論議されているが、高齢者が引き続き必要な医療を受けられる制度への改正

を国に求めること。 

 

（10）長野赤十字血液センターの製造所の存続を強く働きかけること。 

 

（11）安曇野日赤新築にかかわる財政支援を講じていただきたい。 

 

（12）遺伝子組換え食品や牛海綿状脳症対策、加工食品中のアレルギー物質等、食

品検査対策の充実をなお一層図られたい。 

   また、ＢＳＥ対策については、食肉の安全確保のため全頭検査を引き続き行

うこと。 

 

（13）環境保全研究所の老朽化に伴う施設の更新と、内容の充実を図り検査体制の

強化を図ること。 

 

（14）食の安全確保や消費者を守るため、生活環境部や警察本部等と連携し、「消

費生活条例（仮称）」の策定に当たっては、要綱策定作業も含め実効性ある内

容にされたい。【生環部・警察本部再掲】 

    

（15）偽装表示等が相次ぎ食の安心・安全に対する信用が揺らいでいることから、

遺伝子組み換え作物への規制も含めた「食品安全条例（仮称）」を検討された

い。 

   また、「食品安全委員会」の設置も位置付けられたい。【再掲】 

 

（16）県立こども病院については、ヘリポート基地を整備し駐車場の確保を図るこ

と。 

 

（17）中南信地域へリハビリセンターを設置すること。 

 

（18）県立駒ヶ根病院の改築にあたっては、機能及び体制の充実を図ること。 

 

（19）老朽化した食品工業試験場について、改修計画を明確にすること。 

 

 

３，商工観光生活環境委員会 

    
 （商工部） 
 

（１）戦略プランにもとずく、計画を着実に推進すること。 
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   また、前県政においては、「産業活性化・雇用創出プラン」による雇用数等

の達成状況が公表されたが、組織改正に当たり、そうした点も配慮し、数値目

標を示し達成度を公表すること。 

 

（２）産業振興策については、予算編成にあたりハイテク関係のみならず、地場産

業を支えてきた伝統技術振興策にも配慮すること。【再掲】 

 

（３）総合産業として、県産材を使い、地震に強く環境と人体にやさしい「次世代

省エネ信州型住宅」の開発と需要拡大にかかわる予算計上を行うこと。 

 

（４）製造業の海外シフトや県内産業の空洞化の状況を踏まえ、県民が将来に展望

の持てる産業構造基盤を確立するため、福祉・環境・医療・教育・農林業・観

光等に重点を置いた施策の推進を行うこと。  

   また、企業誘致を積極的に行うこと。 

 

（５）中京、関西圏との交流・連携を図り、企業誘致、観光招致、農産物の市場販

売を強化するため名古屋事務所、大阪事務所の充実・強化を引き続き図ること。 

      また、これらの取り組みに協力頂いている県人会への支援を行うこと。 
 

（６）将来を担う若年層の雇用対策のための「ジョブカフェ」を松本駅前に続き、

長野市中心市街地へも開設するとともに、「デュアルシステム」（実務・教育

連結型人材育成システム）についてもさらに拡充すること。 

 

（７）ハローワーク等の機関と連携し、新たに県が主体となり無料職業紹介を行う

「お仕事広場」（三重県）等を設置すること。その場合、交通の便がよい中心

市街地等への開設に努力するとともに、主婦層に配慮した「パートバンク」や

「ジョブカフェ」を併設するなど幅広い雇用に配慮すること。 

 

（８）シルバー人材センターに対する県の補助金は全国４６番目と、非常に低い水

準となっており、今後、地域のためにシルバー人材センターが行う事業につい

て、国や県を含めた検討を行い、高齢者が安全に働けるよう、更なる助成や支

援を行うこと。 

 

（９）「地球温暖化防止県民計画」「水環境保全総合計画」で提言された内容につ

いて、積極的な産業育成等の取り組みを行うこと。 

 

（10）技術専門校の再編に当たっては、地域に対し十二分な説明の上、慎重に対処

すること。 

 

（11）商店街空洞化や空き店舗対策を、引き続き積極的に推進すること。 

 

（12）教育委員会と連携して産業教育の推進を図ること。 
 

 

 （観光部）     
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（１）「観光振興計画（仮称）」の実施に当たっては、事業者や市町村の意見を充

分に反映すること。 

 

（２）観光は県外のみならず、観光資源を身近な県民が知らない事が多々見受けら

れることから、県民に対しても観光資源を掘り起こしアピールすること。 

 

（３）広域観光について、他県や市町村、各観光協会との垣根を突破して、本県と

して独自のパンフレットの作成等の宣伝活動を行うこと。 

 

（４）ＮＨＫ大河ドラマ「風林火山」放映後の観光戦略を組み立て、今後のマスコ

ミ対策等の戦略を行うこと。 

 

（５）田舎暮らし「楽園信州」創造事業をさらに推進すること。 

 

（６）「新宿発飯田行き」、「大阪発軽井沢行き」など、観光も目的とした特急電

車の運行を検討し、関係機関に働きかけること。 

 

（７）温泉地、観光地等においては、景観に配慮した建築物やサインボード設置な

どテーマごとのデザイン統一、環境整備について指導強化を図られたい。 

 

 

（生活環境部） 
 

（１）異常気象や災害の発生など地球規模の環境問題への対策が人類の存亡を左右

する時代にあって、「地球温暖化防止県民条例」による施策を「宣言」や「理

念」でなく、数値目標を設定し着実に推進されたい。 

 

（２）「第３次水環境保全総合計画」に示された、湖沼の環境基準達成、地下水の

汚染対策とかん養について引き続き着実な対策を行うこと。 

 

（３）「消費生活条例（仮称）」の制定や要綱策定に当たり、部局横断的な連携を

図り、消費者を守るため実効性ある対応をされたい。【再掲】 

 

（４）廃棄物処理施設の整備について、本県では二転三転し混乱した経過から、公

的施設整備は民間の処理量の動向を見て整備することとされたが、廃棄物条例

の制定に当たっては、地域住民の意見集約に努めること。【再掲】 

   また、廃棄物対策について、最終処分場の整備は公共関与で対応されたい。 

 

（５）廃棄物事業団の解散の方向が打ち出されたが、団体職員の雇用には県が責任

を持つこと。 

 

（６）バイオマス推進事業により、「バイオマス総合利活用マスタープラン」を策

定し、さらなる普及を図ること。   
 

（７）地球温暖化防止対策（京都議定書の数値目標達成）の施策として、太陽光発

電小型の水力発電、大小の風力発電、下水処理施設で発生する可燃ガスや熱エ
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ネルギーの活用、ごみ処理施設の余熱利用、水素・アルコール燃料発電、木質

バイオエネルギーの活用などを具体化し、県民啓発と県や民間事業者の努力目

標を定めた「新エネルギー条例（仮称）」の制定を行われたい。 

   また、雪のエネルギー利用について積極的な研究開発を推進されたい。 

 

（８）住宅建設にあたっては、一定量の断熱性能の目標を定め、エネルギー消費を

減らし「地球温暖化防止対策」としての信州発提案をされたい。 

 

（９）観光立県として山岳観光は重要であり、山岳観光県として誇れるよう登山道

を総点検（調査）し、引き続き力を入れた整備を行うこと。 

 

（10）闇金融や訪問販売、消費者金融などの被害者からの相談が増加していること

から、消費者センターの人員配置や機能の充実を図ること。 

 

（11）「雨水の各戸貯留施設設置支援事業」廃止の経過から、今後は県内全域を対

象に市町村が実施する補助事業を推進するとともに、県有施設への雨水タンク

等の設置を計画的に行い模範を示すこと。 

 

（12）中期総合計画の策定に当たっては、本県の文化推進事業を明確に位置付ける

こと。また、文化芸術振興条例やビジョンの策定を行うこと。 

 

（13）各文化会館や美術館等への指定管理者制度の導入後の検証を行い、貸し館業

務と文化事業を区分し、文化事業については県として責任が持てる運営形態を

検討すること。 

 

（14）老朽化した環境保全研究所について、改修計画を明確にすること。 

                                               
（15）交通事故防止対策の徹底を図るため、県警との連携を強め飲酒運転撲滅運動

を推進すること。 

 

（16）「脱ダム宣言」による利水の代替案について困っている市町村に対し、引き

続き予算措置を講じるともに、早期利水対策確立のため技術的支援を講じられ

たい。 

      また、水源確保のため、地下水調査と保全対策を講じられたい。 
 

（17）流域下水道の整備促進を図られたい。 

 

（18）地球温暖化対策の一環として、店舗の２４時間営業や元旦初売りの自粛の取

り組みを推進されたい。 

 

 

 （危機管理局） 
 

（１）東海・東南海地震対策指定地域の対応のみならず、中越沖地震の教訓から県

内どの地域においてもいつ地震があっても対応できる対策と、耐震診断、防犯

や緊急通報システムの整備を行うこと。 
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（２）阪神・淡路大震災、新潟中越沖地震の教訓から、緊急時の危機管理で人命を

救出し避難・援護活動に威力を発揮するのは地域の「絆」であることから、地

域の危機管理体制（住民自治）を尊重した取り組みを行うこと。 

 

（３）県有施設の耐震診断推進事業と改修事業を、引き続き推進すること。 

 

（４）東海地震強化地域である、飯伊地域に懸案であるヘリポートを設置すること。 

 

（５）消防団が防災に果たす役割は絶大であり、守らなければならない地域力であ

る。「消防団の活動に協力する事業所等を応援する県税の特例に関する条例」

制定から２年目となることから、団員の拡大と着実な成果をあげること。 

   また、消防協力員制度に対する支援策を講じられたい。 

 

（６）消防広域化推進計画の策定については、関係市町村や消防職員の意向を十分

に反映するとともに、住民への説明責任を果たし意向を反映させること。 
【再掲】 

   また、計画の内容については平成１８年の消防組織法の一部改正に関して行

われた「付帯決議」を生かしたものとすること。 

 

 

４，農政林務委員会 
 

（農政部関係） 
 

（１）「長野県食と農業農村振興の県民条例」による「食と農業農村振興計画」に

より、実効性ある予算を計画的に計上されたい。【再掲】 

 

（２）荒廃農地を無くすため、担い手の育成を図ること。特に、環境指定地域の場

合、農地を維持する生産行為に対する補助制度をさらに充実させること。 

   また、環境にやさしい農業振興を展開されたい。 

 

（３）「品目横断的経営安定対策」について、加入要件を緩和するなど、小規模農

家が多い地域の実情を反映したものとなるよう、補助対象要件の見直しなど柔

軟な対応を国に求めること。 

 

（４）農業振興のためには農業技術指導と農村女性活動の育成のセンターとして、

農業改良普及センターの役割は重要であり、引き続き営農支援体制を強化され

たい。 

 

（５）ＪＡなど生産者団体との連携を強化し、安全・安心の信州ブランド体制の確

立を図られたい。また、生産者呼称制度を促進されたい。 

 

（６）都市と農村、消費者と生産者の交流促進や、グリーンツーリズムなどの推進

を図られたい。 
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（７）長野県の農業上の地勢からして家族農業の推進は、災害防止、環境対策、過

疎防止上非常に大切であるので、小規模農業者の県単支援策を図られたい。 

 

（８）食農教育の充実、小・中・高校の学校給食に県産農畜産物の利用を促進する

とともに、米消費拡大のため給食パンを米の粉パンに切り替えていくよう推進

されたい。 

 

（９）品目横断的経営安定対策等に対応できる、集落営農組織の育成強化を図るた

めの財政支援策を講じられたい。 

 

（10）「園芸王国日本一」再構築のための、技術革新と販路拡大に取り組まれたい。 

 

（11）世界貿易機関、自由貿易協定、経済連携協定等の関税撤廃を認めないよう国

に強く求めること。 

 

（12）農業大学校への入学者の減少が続いており、将来の担い手育成のためにも充

実した活力ある学校となるよう施策を講じられたい。 

 

（13）漁業や生態系に悪影響をもたらしている外来魚対策については、駆除対策を

強化されたい。 

 

（14）団体営土地改良事業実施に伴う県の補助率０．５％減額が事業推進の阻害要
因となっていることから、従前の補助率に改めること。 

 

（15）災害を未然に防止するため、危険度の高い農業用ため池の改修や、地すべり
対策等の積極的な整備を推進すること。 

 

（16）県営ため池等整備事業は、早期に効果が発揮できるよう積極的な予算を確保
すること。 

 

（17）信州ブランド品を含む畜産振興を図られたい。 
 

（18）農産物の輸出を積極的に推進されたい。 
 

 

（林務部関係）       
 

（１）「ふるさとの森林づくり条例」の理念を具体化するため、市町村と連携し里

山の整備を積極的に推進すること。また、「森林税」の検討に当たっては、目

的や運用を明確にし県民の理解を深めること。 

 

（２）県産財の利用促進と間伐対策、林道及び作業道の整備を図られたい。 

 

（３）荒廃が懸念される森林（里山）の整備を促進するため、「森林（もり）の里

親促進事業」を、さらに積極的に推進されたい。 
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（４）総合産業として、県産材を使い、地震に強く環境と人体にやさしい「次世代

省エネ信州型住宅」の開発にかかわる予算計上を行うこと。【再掲】 

 

（５）市町村が策定している「森林整備計画」の着実な推進のため支援を行うこと。 

 

（６）砂防堰堤など治山対策の強化、危険防止対策を講じられたい。 

 

（７）林業整備業務の適正な実行確保と林業従事者の雇用や担い手育成の観点から、  

入札参加資格者に対する経営規模等に応じた格付けや発注標準の設定方法の検

討を行い、早期に制度化すること。 

 

（８）有害鳥獣の被害対策を、積極的に推進されたい。 

   また、猟友会への財政支援策を講じられたい。 

 

（９）森林保有者の経営維持の意思確認や山林公図・施業図と現地測量支援により、  

団地化を図ること。 

 

（10）森林バイオマス等の活用施設整備事業を推進し、ペレット工場整備や民間に

おけるボイラー及びペレットストーブ購入への補助に取り組む市町村を拡大す

ること。 

 

（11）「信州型住宅」開発により、更なる県産材の需要拡大に努め、モデル事業等

を通じエンドューザー確保、啓蒙、宣伝等積極的に進め「木造の家助成制度」

の更なる拡充を図られたい。 

 

（12）地元木材加工業界と素材生産業者との円滑で安定的に材料確保ができるよう
森林整備も推進できる信州の木次世代型供給システムの早期推進と整備を図ら

れたい。 

 

 

５，土木住宅委員会 
 

（土木部） 
 

（１）浅川の河川整備計画により、計画的に事業を推進すること。また、内水対策

についても早期に計画を具体化すること。 

 

（２）除雪対策等について、いつでも対応できるよう「マニュアル」を絶えず再考

し万全な対策を講じておくこと。 

 

（３）前知事の公共事業見直しにより予算が激減されているが、道路・河川等の維

持修繕費は、県民生活にとって必要不可欠であることから、県民要望に対応で

きる十分な予算措置を講じること。 
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（４）「橋りょう長寿命化修繕計画」により、計画的な修繕を行うこと。 

 

（５）入札制度については、価格破壊など低価格入札を防止し適正価格で落札する

制度を確立されたい。 

 

（６）格差社会から県民生活を守るには、税金の使い道が格差社会を促進すること

がないよう、税金の有効な使い方として「総合評価落札制度」を発展させ、県

民の一定の雇用レベルや下請け等を守る「公契約条例」の制定を検討すること。 

  【再掲】 

 

（７）流域協議会の在り方を見直すとともに、住民への説明はただ単に住民の意見

を聞く場でなく、河川管理者として責任ある方針を示すこと。 

 

（８）千曲川下流における県管理区間の直轄編入及び堤防改修対策を早急に推進さ

れたい。 

   また、千曲川全域について国の直轄区間については堤防未整備区間の解消と

完成堤防でない区間については早期完成を国に強く要請され、実施されたい。 

 

（９）中部横断自動車道、三遠南信自動車道、中部縦貫自動車道の整備促進と、上

信越自動車道の四車線化の推進に積極的に取り組まれたい。 

   また、松本～糸魚川道路の起点の早期決定を図られたい。 

 

（10）諏訪湖の浚渫事業を促進すること。 

 

（11）県管理河川の河道内浚渫及び急を要する河川改修のための予算を充分確保さ

れたい。 

   また、河川の浚渫に当たっては、自然保護や生態系に十分に配慮すること。 

 

（12）国道など国の直轄事業に関する県費負担及び関連道路整備は、最優先に予算

を確保すること。 

 

（13）中央自動車道での事故や積雪による通行止めにより度々機能がマヒすること

から、緊急時に備えアクセス道路整備を促進すること。 

 

（14）国道・県道・市町村道等の生活関連道路の整備促進と交通安全施策は重要で

あり、なおかつ県民要望が多いことから、十分な予算を確保されたい。 

 

（15）中南信と東北信を結ぶ幹線道路（Ｒ１４２・１４３・１５２・２５４）等は、  
交通量も多く緊急時や特に医療機関などが多く設置されているところから、物

流の面に加え県民に安心・安全をもたらし、また松本空港利用促進を図る上か

らも即急の整備を図られたい。 

 

（16）伊那谷と諏訪地域を結ぶ幹線道路について、整備促進及び右折レーン設置に
より慢性的渋滞の早期解消を図ること。 

 

（17）アルプスあづみ野国営公園及び県営烏川渓谷緑地の周辺道路整備の促進。 




